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１．天理市立地適正化計画の策定について

（１）策定の目的

天理市（以下、本市）では、『天理市第５次総合計画』(平成 22年)や『天理市都市計画マ

スタープラン（第 2次）』(平成 25 年)などの計画において、『つながり、にぎわい・未来を

創造するまち』の実現に向けて取り組んできました。これらの計画で掲げている本市の課題

は多岐に渡りますが、その中でも重点的に対策を行っていくべき課題として、本市における

人口減少と少子高齢化の問題、持続可能な都市経営の問題、市街化区域の一体性が低い（市

街化区域が分散している）問題、交通ネットワークの整備不足等を取り上げ、様々な施策を

推進してきました。 

これらの課題は、本市だけにとどまらず、日本全国の市町村で課題として取り上げられて

おり、各市町村が課題解決のために様々な取り組みを行っており、以前より全国でコンパク

トシティへの取り組みが推進されてきました。 

コンパクトシティとは、分散した居住地や都市機能の集約化を図り、利便性とスプロール

化した都市の適正規模を形成し、一定の人口密度を確保するまちづくりの取り組みですが、

コンパクトシティに関して、市町村マスタープランに位置づけている都市は増えているもの

の、多くの都市ではコンパクトシティという目標のみが示されるにとどまっているのが一般

的で、具体的な施策として何をどう取り組むのかという具体的な施策まで作成している都市

は少ないのが現状でした。 

そこで、より具体的な施策を推進するため平成 26 年 8月に都市再生特別措置法の改正によ

り「立地適正化計画」が制度化されました。この計画により、居住機能や医療・福祉・商

業、公共交通など、さまざまな都市機能を誘導し、コンパクトなまちづくりと地域交通の再

編との連携を行うことで、集約型のまちづくり（コンパクトシティ・プラス・ネットワー

ク）を進めていきます。このように、明確に公共交通のネットワーク構築の概念を網羅し、

自動車移動に依存しない、老若男女誰しもが快適に地域間を移動できるまちづくりの構想を

計画するものが『立地適正化計画』であり、本市が抱える課題解決に重点をおいた計画とな

ります。 

本市の特色を活かした立地適正化計画を策定することで、本市の特徴に即した対策を講じ

ることが可能となり、今後将来的に本市が直面すると考えられる課題に対して、流動的に対

応していくことが可能となります。 

この様な課題解決を実現すべく、天理市立地適正化計画を立案します。 
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（２）立地適正化計画の概要

１）立地適正化計画とは

立地適正化計画は、平成 26年 8 月に施行された都市再生特別措置法の一部改正によ

り、市町村が策定できるようになった計画です。

天理市では、今後急激な人口減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとっ

て、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可

能な都市経営を可能とすることが、大きな課題となっています。

天理市立地適正化計画により、さまざまな都市機能を誘導し、コンパクトなまちづくり

と地域交通の再編との連携を行うことで、持続可能で集約型のまちづくり（コンパクトシ

ティ・プラス・ネットワーク）を進めていきます。 

図 1-2：コンパクトシティのイメージ 

現状 これからの姿

これまでの人口増加に伴い市街地が拡

散し、都市機能が分散して立地してい

ます。

都市機能を、鉄道駅を中心とした拠点

エリアに誘導し、集約型のまちづくり

を目指します。

人
口
減
少

高
齢
化
等

図 1-1：立地適正化計画による集約型のまちづくりイメージ 

※立地適正化計画作成の手引き（国土交通省）を元に作成
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２）立地適正化計画で定めること

立地適正化計画で定める対象区域は、都市計画区域内である必要があり、また都市計画

区域全体とすることを基本とします。立地適正化計画では、【都市機能誘導区域】と、

【居住誘導区域】の 2種類の区域設定と、都市機能誘導施設の設定がなされます。以下に

それぞれの区域の機能および、都市機能誘導施設の概要を記します。 

■都市機能誘導区域：医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導

し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図

る区域。 

■居住誘導区域  ：人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持す

ることにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保される

ように居住を誘導する区域。  

■都市機能誘導施設：都市機能誘導区域ごとに居住者の共同の福祉や利便性の向上を図る

ために必要な施設。誘導施設の例として以下のような施設が挙げら

れます。 

誘導施設の例：医療施設（病院・診療所等）、社会福祉施設（老人デイサービスセンタ

ー等）、高齢者支援施設（地域包括支援センター等）、子育て支援施設

（幼稚園・保育所等）、教育施設（小学校等）、文化施設（図書館、博

物館等）、商業施設（スーパーマーケット、銀行等）、行政施設（市役

所等） など 

図 1-3：立地適正化計画の区域概念 
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（３）立地適正化計画の位置づけ

立地適正化計画は市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能や福祉・医療・商業

等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランです。このた

め、土地利用に対する施策だけでなく、公共交通施策、商業施策、住宅施策、医療・福祉

施策及び農業施策などの多様な分野の計画と整合を図る必要があります。

天理市では様々な上位・関連計画が策定されており、また、立地適正化計画の策定と並

行して多くの関連計画を策定する予定です。

天理市の都市づくりの理念である「つながり、にぎわい・未来を創造するまち」の実現

に向けて、また、過度に自動車に依存することなく、日々の暮らしを送ることのできる、

集約型のまちづくりを目指していきます。

これまで天理市では、人口の増加に合わせ市街化区域が拡大してきました。しかしながら、今後は

人口減少社会となり、広がってしまった市街化区域の中で人口・都市機能の低密度化が懸念されま

す。立地適正化計画は、日常生活サービスなどの都市機能を誘導する区域（都市機能誘導区域）や、

居住を促していく区域（居住誘導区域）を設定し、これらを誘導することにより、人口・都市機能の

集積を図るものです。

図 1-5 立地適正化計画の誘導イメージ 

図 1-4：立地適正化計画の位置づけ 
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（４）目標年次

天理市立地適正化計画の目標とする年次は、長期的な将来人口の推移等を見据えなが

ら、計画策定年次からおおむね 20 年後を目標年次として定めます。 

（５）対象区域

立地適正化計画は、都市計画区域が対象区域となります。本市は全域が大和都市計画区

域に指定されていますので、全域が対象となります。ただし、本計画において設定する都

市機能誘導区域及び居住誘導区域の対象範囲は、市街化区域が対象となります。

立地適正化計画の対象とする区域は、

都市計画区域全体とします。

図 1-6 対象区域 
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２．上位・関連計画

（１）奈良県都市計画区域マスタープラン

（平成 23 年 5月 奈良県） 

1）目標年次：平成 32 年

2）北部地域（天理市を含む地域）の将来像 
・本県全体の先導的な役割を担う地域としての発展を図る。

・主要生活拠点であり、日常生活圏の中心となっている主要駅（天理駅）周辺において

は、奈良らしい景観との調和を図りながら、居住機能に加え、商業、文化等の様々な

機能を配置し、周辺との機能分担、交流、連携等に配慮しながら拠点性の向上を図

る。

・主要な幹線道路や鉄道等により「広域連携軸」、「地域連携軸」および「観光交流

軸」を形成する。

・山の辺周辺などにおける歴史文化遺産等の保全、魅力向上を図る。

図 2-1 北部地域の将来都市構造のイメージ 

天理は主要生活拠点 
広域連携軸・地域連携軸・観光交流軸が市
内外を結んでいる。 
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（２）天理市第５次総合計画

（平成 22 年４月 天理市） 

1）計画期間：平成 22 年度～平成 31 年度 
（前期基本計画平成 22年度～26 年度、後期基本計画平成 27年度～31 年度） 

2）基本目標 
つながり、にぎわい・未来を創造するまち 

～人と人とのむすびつきを大切にし、みんなでつくる活力あるまち天理市～ 

   〇文化に触れ心豊かにたくましく生きるまち 

   〇生涯いきいき暮らせるまち 

   〇にぎわいと活力のあるまち 

   〇環境を大切にしていくまち 

   〇安全で快適なまち 

   〇みんなでつくる開かれたまち 

3）土地利用方針 
①商業業務系利用について

・天理駅周辺及び幹線道路沿いの市街地については、商業の集積・サービス施設の立地

を推進し、住民の利便性並びに周辺環境にふさわしい地区形成を図る。

・また、良好な沿道景観の形成を図る。

②住居系土地利用について

・現行の市街化区域については、計画的な街路・基盤整備を進め良好な住環境の形成に

努める。

・また、既成市街地については、防災面を考慮した住環境の整備を進めます。

③工業系土地利用について

・工業系用途地域については、土地利用の現状及び動向を勘案し、周辺環境と調和のと

れた産業の誘致を進める。

・また、産業振興のため工業に特化した区域を定め、新たな工業適地の選定を進める。
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④緑地系土地利用について

・市街化区域内農地やその他の緑地について、天理市固有の良好な景観の保全や住民の

憩いの場として、その保全や創出の推進に努める。

⑤市街化調整区域の土地利用について

・市街化調整区域は、市街化を抑制する区域であり原則的に開発を抑制する区域である

が、農村集落等の地域振興や快適なまちづくりのため、周辺環境等を判断しながら限定

的に開発を進める。

・また、開発計画がある地域については、自然的土地利用との調整の上で市街化区域に

編入し、計画的な市街化を図ることとする。

図 2-2 土地利用方針図 
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（３）天理市都市計画マスタープラン

（平成 25 年４月 天理市） 

1）計画期間：平成 25 年度～平成 45 年度（概ね 20 年後）

2）都市づくりの理念と目標

つながり、にぎわい・未来を創造するまち 

目標１：「まち」「さと」「歴史」「高原のさと」のつながりが活力を高め、未来を創造

するまち

目標２：天理を訪れる人と天理に住む人のつながりがにぎわいを生み、未来を創造するまち

目標３：市民のつながりと助け合いが豊かな生活を育み、未来を創造するまち

3）土地利用構成

①市街地ゾーン

・鉄道駅を中心に形成されている既成市街地を中心とした区域は、都市的土地利用を重

点的に展開し、利便性が高く快適な環境を有する市街地を形成する「市街地ゾーン」

に位置づける。

・市街地ゾーンは、各駅前を中心とした商業系土地利用とその周囲の住居系土地利用に

より構成する。

②産業ゾーン

・住居系土地利用及び農地・集落ゾーンとの調和を図りながら、主として幹線道路沿道

を「産業ゾーン」に位置づける。産業ゾーンは、企業立地を積極的に図るものとし、

社会経済情勢を考慮しながら、新しい時代に対応した産業立地を推進する。

③歴史保全活用ゾーン

・市域中央部の歴史資産が集積している区域は、歴史資源の保全を図るほか、周辺   

の緑地環境などの保全を実施していく「歴史保全活用ゾーン」に位置づける。歴史保

全活用ゾーンは、天理の個性と魅力として積極的に活用するものとし、市民や国内外

の多くの人々が歴史資源と自然環境を満喫できる場としていく。

④山間保全活用ゾーン

・市域東部の山間区域は、豊かな自然環境と景観を維持・保全する「山間保全活用ゾー

ン」に位置づける。山間保全活用ゾーンは、歴史活用保全ゾーンと連携しながら、豊

かな資源や景観、歴史などを満喫できるレクリエーション地としての活用を図ってい

く。また、既存集落などにおける生活環境の利便性の向上を行っていく。
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⑤市街地活用ゾーン

・市街地ゾーンに隣接した幹線道路沿道は、市街地の発展及び企業立地等の状況を勘案

しながら、段階的に都市的土地利用に転換する「市街地活用ゾーン」に位置づける。

・市街地活用ゾーンは、新産業誘致などのための用地として戦略的に活用していくもの

とする。

⑥農地・集落地ゾーン

・市街地ゾーン周辺の平坦地は、市街化を抑制し農地と集落地により構成する「農地・

集落地ゾーン」に位置づける。農地・集落地ゾーンは、農地と集落地が形成する「農

村」としての環境を維持・向上しながら、市街地に近い利便性のメリットを活かした

農業・生活の場づくりを行っていく。

4）都市拠点及び都市軸

①中心拠点

・天理駅周辺の商業地を「中心拠点」と位置づけ、本市の中心商業地を形成する。

②地域拠点

・鉄道駅の駅前周辺を「地域拠点」に位置づけ、近隣商業地を形成する。

③宗教文化交流拠点

・宗教文化関連施設等が集積している区域を「宗教文化交流拠点」に位置づけ、「宗教

文化都市」の中核的な場所を形成する。

④山間活用拠点

・山間保全活用ゾーン内の名阪国道の近接地は「山間活用拠点」に位置づけ、広域的な

交通利便性の高さと周辺の豊かな自然環境を活かした有効活用を図っていく。

⑤自然交流拠点

・天理ダム周辺は「自然交流拠点」に位置づけ、豊かな自然・景観を活用した自然  

体験レクリエーション等の場として活用する。

⑥まち・さと連携環状軸

・市街地ゾーンと農地・集落地ゾーンとの連携を確保するため、幹線道路を活用した

「まち・さと連携環状軸」に位置づける。

⑦交流商業軸

・「天理本通り」は、宗教文化都市の特徴を活かした商業軸として「交流商業軸」に位

置づける。

⑧まちなかシンボル軸

・天理駅を中心とする本市の中心市街地内の骨格幹線道路を「まちなかシンボル軸」に

位置づける。
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⑨自然環境交流軸

・主要な幹線道路を活用して、市街地ゾーン及び歴史保全活用ゾーンと山間保全活用ゾ

ーンを結ぶ「自然環境交流軸」に位置づける。

図 2-3 将来都市構造図 
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（４）第２次天理市公共交通総合連携計画

（平成 26 年４月 天理市） 

1）計画期間：平成 26 年度～平成 30 年度

2）計画目標
・公共交通空白地帯の解消とその状況の継続

・交通弱者の利便性の向上と社会参加の促進

・中心市街地、公共施設へのアクセスの向上

・交通由来の環境負荷の低減

・市の公共交通幹線である鉄道網の利便性向上と利用促進

3）重点的に取り組む事業
①天理市コミュニティバス運行事業 

■実施主体：天理市地域公共交通活性化協議会 

・公共交通空白地帯の解消等を目的として平成 21 年から運行されている天理市コミュニ

ティバス「いちょう号」の運行を継続し、利用者の増加を図る。 

②天理市デマンド型乗合タクシー運行事業 

■実施主体：天理市地域公共交通活性化協議会 

・公共交通空白地帯の解消等を目的として、平成 24 年から実証運行している天理市デマ

ンド型乗合タクシー「ぎんなん号」を本格運行に転じ、東西南北各エリアにおいて運行

区域を拡大し、適切に見直しつつ、公共交通空白地帯の解消を図るとともに、地域住民

や運行受託事業者との協働のもとで利用促進活動を実施する。 

③公共交通の広報・利用促進活動 

■実施主体：天理市、各交通事業者、市民 

・市の広報や SNS、ウェブサイト等を活用した利用体験共有型の広報を行う。さらに、市

内の各交通機関が連携した広報活動や利用促進活動に取り組む。 

④鉄道・路線バスの満足度向上に向けた施策展開 

■実施主体：天理市、各交通事業者 

・各種関係機関及び鉄道・路線バス事業者と満足度向上に向けた、以下の「満足度向上に

向けて想定される事業」の実施について協議を行う。 

⑤主要駅とその周辺エリアの面的なバリアフリー化 

■実施主体：天理市、各交通事業者 

・1 日 3000 人以上の乗降客数を有する鉄軌道駅の４駅（近鉄天理、JR天理、近鉄二階

堂、近鉄前栽の各駅）について、駅周辺のバリアフリー化を、各種関係機関及び鉄道事

業者に働きかけるものとする。
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３．現況整理・課題の抽出

（１）年齢別人口構成および世帯数の推移

本市の人口は、2015 年の国勢調査によると 66,732 人でとなっています。1995 年の

74,116 人をピークに、人口減少段階にあり、今後の人口推移の推計に関しても引き続き減

少すると見込まれています。つまり、人口増加期と人口減少期が、1995 年のピークを境

に、対照的に減少していることがわかります。

本市の年齢別人口構成の推移と世帯数の推移を図 3-1 に示します。また、年齢別人口構

成比の推移を図 3-2 に示します。図 3-1 に示す通り、65 歳以上の高齢者数は、1970 年よ

りすでに増加傾向にあり、15 歳未満の世代および、15～64 歳までの世代の人口は、人口

総数の推移と同様に、1995 年までの増加をピークに、以後減少を続けています。 

また、図 3-2 に示す通り、65 歳以上の高齢者に着目すると 1970 時点で 7％を超えてお

り高齢化社会になっています。1995 年には 14％を超え高齢社会に、2015 年には 21％を超

え超高齢社会になっています。15 歳未満世代の割合は、1971 年～1974 年に起こった第 2

次ベビーブームの影響を受け、一時 20％を超える時期もありましたが、2015 年時点では

13％台にまで落ち込んでいます。65 歳以上の占める割合と、15 歳未満の占める割合は今

後も対照的な推移をすると推計されており、今後ますます少子高齢化が進行すると見られ

ています。15 歳～64 歳までの世代に関しては 1995 年までは一定水準を保てていました

が、以降減少傾向にあり、2015 年時点で 63％台に落ち込んでいます。 

出典：2015 年までのグラフは『国勢調査』  

2020 年以降の推計グラフは『人口問題研究所』 

世帯数は『天理市統計情報』  

それぞれのデータをもとに作成 
図 3-1 年齢階層別人口の推移と推計 



天理市立地適正化計画 14 

出典：2015 年までのグラフは『国勢調査』  

2020 年以降の推計グラフは『人口問題研究所』 

それぞれのデータをもとに作成 

図 3-2 年齢階層別人口構成比の推移と推計 
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（２）流入人口と流出人口

本市における他市町村からの流入人口は 14,937 人、流出人口は 14,646 人となっていま

す。流出入人口とは、転出や転居などの永続的な流出入ではなく、1日あたりの通勤・通

学や観光など、一時的な人口流動を意味します。現在の本市の流出入を表した図を図 3-3

に示します。流出入人口の比率はほぼ同等となっています。 

流出人口に着目すると、奈良市への流出が最も多く、次いで大阪府への流出が多くなっ

ています。流入人口に着目すると、奈良市からの流入が最も多く、次いで大和郡山市・桜

井市・橿原市からの流入が多くなっています。これらの現状から、雇用や教育機関の充実

度合いは大阪府や同県の中心市である奈良市には劣りますが、近隣の市と比較すると比較

的高い傾向にあるといえます。 

図 3-3 流出入人口 

（その他市町村：1,296、他県：487）
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資料：国勢調査
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（３）若者世代の人口変動

本市の年齢階層別人口を、図 3-4 で示す人口ピラミッドで見ると、10代後半～20 代前

半にかけて大きく人口が増加していることがわかります。主たる要因として、本市には天

理大学があることから、本市へ転入する若者が多いことが挙げられます。しかし図から読

み取れるように、大学を卒業する年齢層で急激に人口の流出が発生しています。これは大

学卒業後の就職、結婚等の理由から、本市を離れ他都市へ転出していると考えられ、若い

世代にとって現状の天理市では定住につながる魅力や利便性といった要因が不足している

ことを示しています。若い世代の転出超過の課題に対処するためには、これら若者層の定

住化につながる働く場の創出や都市機能・行政サービスの拡充が急務であるといえます。 

出典：天理市統計データより作成

図 3-4 2017 年 1月時点の人口ピラミッド
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（４）現在・将来の地区別人口集積状況

図 3-5に示すように、本市における 2010 年時の人口密度を市街化区域に着目してみる

と、天理駅西側に人口が集中していることがわかります。図 3-6 に示す 2040 年時の推計

人口密度を見てみると、2010 年時同様に依然として天理駅西側に人口が集中しているこ

とがわかります。 

また、市街化区域であるにもかかわらず二階堂駅周辺の人口が少なくなり、市街化調整

区域においては、市街化区域と比較して人口の減少が顕著に現れていることがわかりま

す。この推計通りになると、少ない人口集積地が散乱する状況に陥るため、公共サービス

の費用対効果の観点から、全ての地域に十分な公共サービスを施すことが困難になりま

す。 

持続可能な都市経営の実現に向けて、いかに人口を特定のエリアに集積させるかが、本

市における今後の課題であるといえます。
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図 3-5 2010 年における各地区の人口密度
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図 3-6 2040 年における各地区の人口密度（推計）
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（５）現在・将来の高齢者率

本市は、先に示した通り、超高齢社会にすでに突入しています。また、今後も本市にお

ける高齢者の割合は継続的に増加し続ける見込みであり、高齢者にとって住みやすいまち

づくりが必要となります。 

また、図 3-7 に示す通り、2010 年時点での高齢者率に着目して本市を見てみると、す

でに市街化区域内での高齢者率は 10％～20％の地域、20％～30％の地域が全体的に広がっ

ていることがわかります。また、市街化調整区域に関しても、高齢者の占める割合が多く

なっており、本市全域で高齢者の占める割合が高い地域が多数を占めています。 

図 3-8 に示す通り、2040 年時点での高齢者率の推計を見ると、多くの地域で高齢者の

占める割合が 30％を超え、40％以上を占める地域も多くあることがわかります。 

このため、今後本市のまちづくりを考える際、高齢者の住みやすいまちを作ることが課

題であるといえます。
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図 3-7 2010 年における各地区の高齢者率
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図 3-8 2040 年における各地区の高齢者率（推計）
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（６）市街地の動向

 ①土地利用状況

市街化区域内において概ね都市的土地利用への転換が進んでいます。 

市街化調整区域では、農用地の増大が見られるほかは進展があまり見られません。

このため、一定の法規制が機能しているといえます。 

一定の法規制のもとでの都市的土地利用転換がなされています。

図 3-9 土地利用状況（S51）

図 3-10 土地利用状況（H21）
出典：国土数値情報（土地利用細分メッシュ）
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 ②市街化の動向

市街化の動向として、市街化区域を中心に新築着工が見られます。特に、天理市内

の DID地区の西側での新築着工が多くなっています。

市街化調整区域の新築着工件数は概ね横ばいの傾向ですが、市街化区域では平成 21

年度からいったん減少した後、再び増加傾向となっています。

市街化区域を中心に新築着工が見られ、DID地区西側での新築が多くなってい

ます。

図 3-11 住宅の新築着工状況 出典：H26 都市計画基礎調査
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 ③空き家の動向

天理市内の空き家の動向を把握するために、水道局閉栓状況調査結果により、水道

が閉栓されている家屋を空き家と位置づけ、その動向を整理しました。市全域には約

3,900の空き家が確認でき、市街化区域を中心として市内各地に存在しており、約75％

が市街化区域に存在しています。 

また、2010 年ＤＩＤ地区内の市街化調整区域に約 100 の空き家が存在しています。 

市全域に約 3,900 の空き家があり、市街化区域にはその 75％が存在します。

区域 件数

市全域 3,863
市街化区域 2,894 内市街化区域内
2010年DID 1,606 1,504

図 3-12 空き家の分布状況

出典：H27 水道局閉栓状況調査
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 ④事業所数

天理市の事業所数の推移をみると、2010年のＤＩＤ地区縁辺部や国道 25号沿いで増

加しています。また、西長柄工業団地においても増加している箇所が見られます。 

ＤＩＤ地区内の天理駅周辺で大きく減少している他、櫟本駅周辺や柳本駅周辺など、

市内のその他の市街化区域内においても減少している箇所が見られます。 

ＤＩＤ地区縁辺部や国道 25 号沿い等で増加、ＤＩＤ地区内や市街化区域内で

減少が見られます。

図 3-13 事業所数の推移（平成 13年～平成 21年） 

出典）事業所・企業統計調査、経済センサス
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⑤地価

天理市の地価の状況は、全体として減少傾向にあります。 

平成 26年では、平成 6年と比較すると、地価は半分以下となっています。 

H6 年と比較すると、市街化区域、DID 地区、市街化調整区域はすべて下落傾

向にあります。

図 3-14 地価の推移 出典：各年地価公示都道府県地価調査
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（７）公共交通

 ①公共交通網のサービス水準

天理市における鉄道及びバス停の徒歩圏内における駅勢圏は、概ね市街化区域を網

羅しているものの、長柄運動公園近辺や市西部などでは公共交通空白地が見られます。 

人口が集中している地域には比較的公共交通が網羅されていますが、長柄工業団地

の南部など、一部に空白地が見られます。 

人口密度の高い地域に公共交通が概ね網羅されているが、一部に空白地も存在

します。 

図 3-15 公共交通路線の徒歩圏人口カバー率 
出典：H26 都市計画基礎調査
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 ②鉄道乗降客数

天理市内を通る JR、近鉄各駅の１日平均乗車数の推移は、近鉄前栽駅を除いておお

むね減少傾向を示しています。

近鉄前栽駅の１日平均乗車数は増加し続けており、平成 26 年と平成 20 年を比較す

ると 1.26 倍となっています。

市内の７駅は、各年で増減は見られますが、概ね減少傾向にあります。 

表 3-1 各駅の１日平均乗車数（人） 

図 3-16 各駅の鉄道乗降客数の推移 
出典：各鉄道事業者資料
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 ③市民の交通行動の動向

天理市民の交通行動の動向をみると、公共交通である鉄道やバスの割合が継続して

少ないほか、徒歩の占める割合が減少傾向を示しています。 

自動車の占める割合が増加しており、全目的別では昭和 55 年時点時と比較すると平

成 22 年時点は約 2.2 倍に増加しています。 

交通手段分担率は、通勤目的・全目的ともに自動車増・徒歩減となっていま

す。 

図 公共交通路線の徒歩圏人口カバー率 

図 3-17 天理市の交通手段分担率（全目的） 

図 3-18 天理市の交通手段分担率（通勤目的） 出典）第 2～5回京阪神パーソントリップ調査 
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（８）災害危険区域

 ①土砂災害

天理市の地勢は大きく平野部と山間部に分かれており、山間部と平野部の境界付近

では下図に示す通り土砂災害の危険区域として土石流・急傾斜地危険区域が市内各地

域に指定されています。 

平野部付近では、長柄駅の東側で大規模な土砂災害危険区域（土石流）が指定され

ているほか、柳本駅の東側でも広範囲に渡り土石流危険区域の指定がなされています。 

市内の中央部から北部にかけては目立った区域指定はなされていませんが、北部の

丘陵部では一部で急傾斜地の危険区域指定がなされています。 

山間部と平野部の境界付近では大規模な土石流危険区域が指定されています。 

図 3-19 土砂災害危険区域 出典：国土数値情報
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 ②浸水災害

天理市における浸水災害としては、大雨時の大和川水系からの浸水被害が想定され

ます。浸水想定区域としては、下図に示される通り、市域の西側における大和川水系

に近い地域での浸水が予想されています。 

大和川水系からの浸水被害が想定されています。 

図 3-20 浸水想定区域 
出典：国土数値情報
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（９）都市機能

 ①医療

・天理市の病院・診療所（生活サービス施設（医療））の立地状況は、概ね鉄道駅の

周辺に集積しています。 

・中山間エリアでは１つの診療所があるのみで、平野部に集中しています。 

・徒歩圏エリアは、天理駅・前栽駅・櫟本駅が一体的に網羅されている他、長柄

駅・柳本駅周辺も含まれていますが、二階堂駅周辺は含まれていません。 

・長柄運動公園周辺の市街化区域も、現在の人口密度が 50 人/ha 以上であるにも関

わらず徒歩圏エリアには含まれていません。 

・生活サービス（医療施設）徒歩圏充足率を算出した結果、68.5％となり、これは

全国平均値よりも低く、概ね 30万人都市と比較しても低い値となっています。 

・生活サービス（医療施設）利用圏平均人口密度は 18.3 人/ha となり、これも全国

平均値や概ね 30 万人都市と比較して低い値となっています。 

医療施設の徒歩圏充足率は 68.5％。 

全国平均値の 85％と比較して大きく下回っています。 

図 3-21 生活サービス（医療施設）徒歩圏充足率 

出典：国土数値情報等



天理市立地適正化計画 34 

 ②福祉

・天理市の福祉施設の立地状況は、概ね幹線道路沿いに点在しています。 

・中山間エリアでも３つの福祉施設があるが、概ね平野部に集中しています。 

・徒歩圏エリアは、施設が点在して立地していることから、広範囲がカバーされて

います。国道 168 号沿いの天理駅～長柄駅の間で少なくなっており、若干の空白

地が見られます。 

・生活サービス（福祉施設）徒歩圏充足率を算出した結果、87.8％となり、これは

全国平均値よりも高く、政令市と比較すると若干低い値となっていますが、概ね

50 万人、30万人都市と比較しても高い値となっています。 

・生活サービス（福祉施設）利用圏平均人口密度は 16.1 人/ha となり、これは全国

平均値や概ね 30 万人都市と比較して低い値となっています。 

福祉施設の徒歩圏充足率は 87.8％。 

全国平均値の 70％より上回り、高い充足率を示しています。 

図 3-22 生活サービス（福祉施設）徒歩圏充足率 出典：国土数値情報等
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 ③商業

・天理市の商業施設の立地状況は、1,500 ㎡以上の規模のものは天理駅周辺の４店舗

のみとなっており、国道 25 号沿いや 169 号沿いなど、非常に限られたエリアに立

地しています。 

・中山間エリアでは1,500㎡未満のものが１つあるのみで、他は平野部に集中してい

ます。 

・1,500 未満のものでも、長柄運動公園周辺や柳本駅周辺の市街化区域は、人口密度

50 人/ha 以上であるにも関わらず徒歩圏エリアには含まれていません。 

・生活サービス（商業施設）徒歩圏充足率を算出した結果、56.3％となり、これは

全国平均値やその他の都市と比較してもかなり低い値となっています。 

商業施設の徒歩圏充足率は 56.3％（1,500 ㎡以上の規模に限定すると 31.5％）。 

全国平均値の 75％と比較すると大きく下回っています。 

図 3-23 生活サービス（商業施設）徒歩圏充足率 出典：国土数値情報等
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 ④子育て支援施設

・天理市の保育所の徒歩圏 0～5 歳人口カバー率は、全国平均値や政令指定都市と比

較して低い値を示していますが、概ね 30 万人都市と比較すると高い値となってい

ます。 

・保育所は市街化調整区域にも立地しているものの、市街化区域において空白地と

なっている箇所が見られます。 

・柳本駅周辺の市街化区域は全域が空白地となっています。 

保育所の徒歩圏 0～5歳人口カバー率は 67.2％。全国平均値よりやや下回りま

すが、概ね 30万人都市と比較すると高い値を示しています。 

図 3-24 保育所の徒歩圏 0～5歳人口カバー率 出典：国土数値情報等
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（10）アクセシビリティ

 ①指標 A：公共交通の利用しやすさ

・指標 A は、公共交通の利用のしやすさを表す指標です。任意の時刻に家を出て、

最寄りの公共交通地点にて乗車するまでの期待時間で表します。 

・都市内の各地点を出発地、公共交通のアクセスポイントを目的地として、徒歩の

移動時間に、公共交通の運行頻度を反映した待ち時間の期待値を加えて算出しま

す。 

・市街化区域では概ね 30 分以内のアクセスが可能となっていますが、市街化調整区

域では 30 分以上かかる地域が見受けられます。 

・中山間地域では、ほとんどの地域が１時間以上かかる結果となっています。 

・都市全体のアクセシビリティ（P指標）では、天理市全体の人口（69,178人）に対

して、最寄りの乗り場まで30分以内でアクセスできる人口は60％の約41,500人と

なります。 

市街化区域では概ね 30 分以内のアクセスが可能となっています（全体では人

口の約 60％）。中山間地域では概ね１時間以上となります。 

図 3-25 公共交通の利用しやすさ 

出典：国土数値情報等
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 ②指標 B：天理駅へのアクセスしやすさ

・指標 B は、都市の中心部への利便性を表す指標です。任意の時刻に家を出て、都

市の中心部に徒歩及び公共交通によって到着するまでの期待時間で表します。 

・具体的には、都市の中心部の具体的な位置について、中央駅またはバスセンター

の位置を用いたものを指標 B1、中心市街地内における具体的な位置を指定したも

のを指標 B2 としています。特に、指標 B1 では他都市との行き来（来訪や通勤）

に関する利便性水準も表します。天理市では中央駅を天理駅とします。 

・中山間地域はバスを通じて天理駅までアクセスが可能ですが、１時間以上かかる

結果となります。 

・鉄道の沿線では、天理駅までJR桜井線、近鉄天理線の各線の利用によりアクセス

がしやすい状況です。しかし、市街化区域においても公共交通空白地となってい

る箇所があり、徒歩圏外となる地域が長柄運動公園近辺や二階堂駅南の市西部、

中山間地域において見受けられます。 

・都市全体のアクセシビリティ（P指標）では、天理市全体の人口（69,178人）に対

して、天理駅まで 45 分以内でアクセスできる人口は 65％の約 44,800 人となりま

す。また、人口の 47％が 30分以内に天理駅までアクセスできることとなります。 

天理市の中央駅である天理駅には、45分以内に 

人口の約 65％がアクセス可能となっています。 

図 3-26 天理駅へのアクセスしやすさ（他都市との行き来しやすさ）

出典：国土数値情報等
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 ③指標 C：一般病院へのアクセスしやすさ

・指標 C は、生活サービスの利便性を表す指標です。任意の時刻に家を出て、対象

とする生活サービスを提供する施設（最寄りの一般病院）に徒歩及び公共交通に

よって到着するまでの最短の期待時間で表します。 

・天理市の市民が利用する主な病院である「高井病院」「天理よろづ相談所病院」

「天理市立病院」「高宮医院」「山の辺病院（桜井市）」について、その周辺での移

動時間は短いものの、市街化区域でも空白地となっている櫟本駅や長柄駅周辺、

長柄運動公園近辺の地域は 30 分以上かかることとなります。 

・中山間地域でも、１時間以上かかる結果となっています。 

・都市全体のアクセシビリティ（P指標）では、天理市全体の人口（69,178人）に対

して 70％の約 48,700 人が 45 分以内で一般病院にアクセスでき、30 分以内でも半

分以上の 51％の人口がアクセスできることとなります。 

各駅附近では比較的早くアクセスできますが、中山間地域など１時間以上かか

る地域もあります。45分以内に約 70％がアクセスできます。 

図 3-27 一般病院へのアクセスしやすさ（医療サービスの利便性）

出典：国土数値情報等
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（11）財政状況

 ①固定資産税の状況

・天理市は市域の約 14％の面積が市街化区域となっています。固定資産税の収入を

合わせると、約 14％の市街化区域で約 73％の固定資産税が集中していることにな

ります。

14％の面積である市街化区域に 73％の固定資産税が集中しています。 

図 3-28 固定資産税の状況 

合計 市街化分 調整分

101,983,520,197 72,254,473,726 29,729,046,471

２　家屋（決定価格）　　　【円】

合計 市街化分 調整分

107,851,428,107 80,770,739,353 27,080,688,754

３　合計（＝１＋２）

合計 市街化分 調整分

a b c b/a

209,834,948,304 153,025,213,079 56,809,735,225 72.9%

※1　

１　土地（課税標準額）　　【円】

土地は各筆の課税標準額を、家屋は各棟の決定価額を合計したものです。

従って、実際の課税内容とは、税額軽減分、減免、免税点及び計算上の各段階の端数処理（家屋はさ
らに課税標準額の特例）の点で異なります。
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 ②財政（財源別（歳入）・目的別、性質別（歳出））

・平成 14 年と平成 25 年を比較すると、歳入は、依存財源＜自主財源から依存財源

＞自主財源となっています。

・歳出の目的別では、民生費、衛生費の割合が増加しています。一方、土木費や教

育費の割合が減少しています。

・歳出の性質別では、扶助費が大幅に増加している一方、投資的経費（普通建設事

業費の補助・単独ともに）が大幅に減少しています。

・今後、人口減少や高齢化が進むことにより、市税の減少、民生費のさらなる増加

が懸念されます。

歳入は自主財源＜依存財源に。歳出は民生費・衛生費の割合が増加し、土木費・

教育費の割合が減少。投資的経費が大幅に減少。扶助費の割合が大幅に増加。 

図 3-29 天理市財政の推移 
出典）総務省（市町村別決算状況調） 
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４．市民の考えるまちづくりの課題・ニーズ

（１）市民アンケートによる市民の考えるまちづくりの課題・ニーズの抽出

①アンケートの目的

本市が今後進めていく立地適正化計画の策定では、都市機能誘導区域と居住誘導区域を

設定し、都市機能誘導区域には医療・福祉・商業施設といった都市機能増進施設を適切に

誘導し、当該区域の都市機能を高めていくことを目指します。また、居住誘導区域は、都

市機能誘導区域に近接する場所で、より利便性の高い生活を営むことができるように居住

を誘導していく区域となります。

都市機能増進施設や居住の誘導施策の検討は、都市構造の分析を行った過年度の基礎調

査結果からある程度把握することができますが、実際に生活を営んでいる市民の皆様に対

してアンケートを行うことで、各種施設の利用実態や生活圏の特性等について、統計デー

タだけでは見えてこない部分が明らかとなります。

このため、より実態に即した、本当に必要とする都市機能増進施設や適切な施策を導き

だすことを目的として、市民アンケートを実施し計画に反映することを目的として実施い

たしました。

②調査概要

本アンケートの対象者は、市内在住の 16 歳以上の男女合わせて 2,000 人を住民基本台

帳から無作為に抽出し、郵送配布いたしました。調査の概要を以下に示します。 

■実施時期：平成 28年 10 月 11 日配布～10 月 31 日回収・投かん期限 

■配布・回収方法：郵送による配布・回収 

■調査対象：天理市在住の 16 歳以上の一般市民 

■配布数：2000 票 ※住民基本台帳から無作為抽出 

■有効回答数：662 票 

■回収率：33.1％ 
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③アンケートの設問項目・設問の目的

■回答者属性（年齢、性別、職業、家族構成、居住地域、居住形態、居住年数）

→世帯ではなく、回答者個人の属性を明らかにし、地域の特性やニーズに応じた

施策を検討するため

■日常生活の施設利用（日常生活で利用する施設の場所と利用頻度、主な移動手段・公

共交通の利用圏・天理駅や居住地域に必要な施設）

→既存の都市機能増進施設の利用実態を把握するとともに、公共交通の利用に対

する許容範囲を把握し、整備効果の高い施設や施策を検討するため

■今後のまちづくりの方向性（天理市の人口が将来減少見込みであり、少子高齢化が進

展見込みであることの確認と、それに起因する問題）

→人口減少・超高齢社会の進展が見込まれる中、持続的に都市の活力を維持して

いくために市民が望むものを検討するため

■必要な都市機能（今後の住み替え（転居）や引っ越しの意向とその理由、住み替えの

際に希望する制度、生活上の不安要素（治安・子育て環境、空き家、交通機関

等））

→良好な居住空間の確保や生活のしやすさに必要な情報を収集し、効果的な施設

誘導や施策を検討するため
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（２）市民アンケート結果

市民アンケート結果を以下に示します。

①回答者属性
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個人属性から読み取ることができる主な特徴として、二世帯（親と子）の核家族構成の

割合と、一戸建て（持ち家）の割合が多いことがわかります。その他の設問に対しては解

答群がほぼ同じ割合という結果になりました。
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②日常生活と将来の居住意向

1.日頃の施設利用の頻度

日頃の施設の利用頻度を見ると、「介護、福祉施設」「幼稚園・保育園」「公民館、自

治会館」「スポーツ施設」「趣味や習い事活動に利用する施設」等が、まったく利用しな

い市民が多いことが分かりました。また、日頃からの利用頻度が高い施設利用は、日用品

の購入でのスーパーマーケット等の利用、そして通勤・通学での施設利用がほとんどであ

ることが分かりました。
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2.日頃の施設の利用地域

日頃の施設の利用地域を見ると、日用品以外の買い物、大型ショッピングセンターは天

理市外での利用が多いことが分かりました。この結果から、市民にとって天理市内に十分

でない都市機能は、大型ショッピングセンターなどの娯楽性や多様性のある施設であるこ

とが分かりました。
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3.日頃の施設への交通手段

日頃の施設への交通手段は、飲食店を除く施設へは自家用車での移動が圧倒的多数であ

り、次いで自転車や徒歩が多い結果となりました。一方、本市における公共交通機関は日

頃の施設への移動手段として使われている率は低く、利便性が低いことを示唆する結果と

なりました。
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4.日常生活サービス施設の徒歩移動にかかる所要時間の許容範囲

① 居住地から鉄道駅・バス停への徒歩移動所要時間の許容範囲
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5.バスの運行間隔として所要時間の許容範囲

バスの運行間隔の許容時間に対する調査では、私用等急いでいない時は 15分間隔以内
でも構わないという意見が約半数を占めますが、通勤等急いでいる時の許容運行間隔時間

は 10分以内が過半数を占める割合となり、時間帯によって運行間隔の調整が必要である
ことを示唆する結果となりました。
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6.天理駅周辺に欲しい施設

天理市の中心地である天理駅周辺にほしい施設に関しては、大型商業施設を求める意見

が最も多く、次いで娯楽施設や飲食店を求める意見が多い結果となりました。

7.居住地域周辺に欲しい施設

アンケート対象者が居住するそれぞれの地域に欲しい施設の調査結果では、日常生活用

品等を取り扱う施設や、かかりつけ医がいる医療施設を求める意見が多くあがる結果とな

りました。
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③今後のまちづくりの方向性

1.天理市の人口が将来減少すること、少子高齢化が進展する見込みであることについて

2.人口減少、超高齢社会が進展することの問題点

今後の本市のまちづくりに関しての設問では、人口減少、高齢化により、行政サービス

の低下や、公共交通サービスの低下が懸念されていることが分かりました。
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④現在の住まいや転居の状況

1.現在の住まいについて

2.現在の住まいに住み続けている理由



天理市立地適正化計画 54 

3.住み替えた動機や理由

現在の住まいに住み続けている理由は、地域へのなじみや愛着があり住み続けているこ

とが多いことが分かりました。また、住み替えた動機や理由は、生まれた地域や家族の都

合によることが多いことが分かりました。
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⑤今後の住み替えに関する意向

1.今後の住み替えの予定について

今後の住み替えに関する意向を尋ねた結果、約半数が本市に「ずっと住み続けたい」あ

るいは「できれば住み続けたい」という意向であるということが分かりました。住み替え

を希望する市民は、全体の約 20％であり、住み続けたいを回答した市民の半数程度の割
合であることが分かりました。
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2.ずっと住み続けたい、できれば住み続けたいと答えた理由

3.いずれは天理市外に引っ越したい、天理市内に引っ越したいと答えた理由

今後の住み替えに関する理由を尋ねたところ、住み続けたいと答えた人の多数が地域へ

のなじみや愛着が理由であることが分かりました。一方、住み替えを希望する市民の理由

は、なじみや愛着がないためという意見も一定数ありましたが、公共交通の利便性が悪い

と考える市民がもっとも多いことが分かりました。また、買い物や医療等の日常利用する

サービスに不便を感じているという意見も多数あることが分かりました。

住み続ける理由として、地域へのなじみや愛着が圧倒的に多かったという結果は、地域

の利便性には満足しているということには結びついておらず、住み替えの検討の有無にか

かわらず、本市での都市機能の充実化は必須であるといえます。
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4.住み替え先として考えている地域

住み替え先として考えている地域としては、約半数が県外への住み替えを希望している

ことが分かりました。また約 26％の市民が天理市外への住み替えを希望しており、これ
らを合わせると住み替えを希望する市民の中で、約 70％の市民が市外への住み替えを希
望していることが分かります。
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5.住み替える場合重視する点

6.住み替える場合に欲しい制度

住み替える際に関する設問では、住み替える際に重要視する点は、天理市内外に住み替

えを希望する理由と近似する内容となりました。一番重要視する点は公共交通（バス・鉄

道）の充実を重要視する意見であり、日常利用するお店等が充実している点や、職場から

の距離を重要視する意見が多いことが分かりました。

また、住み替える場合に欲しい制度としては、戸建住宅購入に対する費用助成や住み替

え先の地域に関する情報提供を求める意見が多いことが分かりました。
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③市民アンケートのまとめ

1.属性

・すべての年代の意見を偏りなく収集できました。 

・居住地域は、西中学校・北中学校・南中学校地域でほぼ同数の意見を得ることがで

きました。 

・家族構成は二世帯（親と子）が過半数を占めることが本市の家族構成の特徴である

ことが分かりました。 

・本市における居住形態の特徴として２/３が一戸建て（持ち家）であることが分かり

ました。 

・居住年数はどの年数もほぼ同数の意見を得ることができました。 

2.日常生活と将来の居住意向

・１週間に２～３回以上利用する、よく使う施設で多い意見は、「食料品等の日用品

（スーパー等）」や「職場や学校への通勤・通学」であることが分かりました。 

・全く利用しない施設で多い意見は、「介護・福祉施設」、「幼稚園・保育園」、

「公民館・自治会館」、「スポーツ施設」、「趣味や習い事活動」であることが分

かりました。 

・よく使う施設の中で「日用品（スーパー等）」は「天理市内のその他地域」、「通

勤・通学」は「天理市以外」での利用の意見が多く挙がりました。 

・「家電や衣料品等の日用品以外の買い物」の約 6割、「大型ショッピングセンタ

ー、デパート」の約 8割が、「天理市以外」での利用の意見でした。 

・施設への移動手段は、「飲食店」を除き「自家用車」のみとする意見が多数を占め

ていました。「飲食店」は、「徒歩」、「自転車」で約 6割を占めていることが分

かりました。 

・日常生活サービス施設の徒歩移動の許容範囲では、徒歩、自転車ともに 75％以上が

15 分までなら許容することが分かりました。 

・居住地からの鉄道駅、バス停までの徒歩移動所要時間では、鉄道駅は半数が 10分以

内、バス停は、7割が 10 分以内なら許容することが分かりました。 

・バスの運行間隔は、通勤等の急いでいる時は半数が 10分間隔以内、私用等急いでい

ない時は半数が 15 分間隔以内を許容することが分かりました。 

・天理駅周辺に欲しい施設は、「百貨店やショッピングモールのような大型商業施

設・商店街」が多く、次いで「映画館やボウリング場などの娯楽施設」「レストラ

ンや喫茶店などの飲食施設」となっており、大規模な商業施設を求める意見が多挙

げられました。 

・居住地域周辺に欲しい施設は、「生鮮食品や日常生活などを取扱う商業施設・商店

街」や「かかりつけ医となるような日常的に利用する医療施設」「銀行や郵便局な
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どの金融機関」となっており、日常生活を営む上で必要な施設が身近な場所に求め

る意見が多くなっていました。 

3.今後のまちづくりの方向性

・天理市の人口が将来減少すること、少子高齢化が進展する見込みであることについ

て、過半数が知っていたが、知らなかった人も 42％いる結果となりました。 

・人口減少、超高齢社会が進展することの問題点として、「税収の減少、社会保障費

の増加により、市民への行政サービスが低下する」ことを危惧する意見がもっとも

多く、次いで「利用者の減少により、バス路線等が削減され、子どもや高齢者など

自家用車を利用できない人の移動が困難になる」とする意見が多く挙がりました。 

4.現在の住まいや転居の状況

・県外からの転入が 31％でもっとも多くなっています。 

・現在の住まいに住み続けている理由として多いのは「地域へのなじみや愛着」であ

ることが分かりました。 

・住み替えた動機や理由で多いのは「生まれた地域、または家族の都合」であること

が分かりました。 

5.今後の住み替えに関する意向

・今後もずっと住み続けたい、できれば住み続けたい意見の合計は 47％であり、その

理由は「なじみや愛着がある」が圧倒的に多いことが分かりました。 

・いずれは天理市（内外）に引っ越したい意見は合計 21％であり、その理由は「公共

交通（バス・鉄道）が不便」とする意見がもっとも多く、次いで「買い物や医療等

の日常サービスが不便」、「通勤・通学が不便」であることが分かりました。 

・住み替え先としては、7割が天理市外・県外となっており、市内での住み替え先の

希望では北中学校区がもっとも多いことが分かりました。 

・住み替える場合重視する点としては、「公共交通（バス・鉄道）が充実」がもっと

も多く、次いで「日常利用するお店等が充実」「職場からの距離」であることが分

かりました。 

・住み続けざるを得ないという意見も 18％あることが分かりました。 

・住み替える場合に欲しい制度としては、「戸建て住宅購入に対する費用助成」がも

っとも多く、次いで「住み替え先の地域に関する情報」「住み替えに関する総合的

な窓口」であることが分かりました。 
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6.天理駅周辺に求める施設（年齢別）

大型商業施設の利用は、１ヶ月に１回以上利用する人の割合は 20 歳代～30歳

代の約７割にのぼりますが、天理市以外での利用が 20歳代で約７割、30歳代

で約８割となっています。 
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５．天理市立地適正化で解決を目指す課題の設定

（１）課題のとりまとめ

これまでに本市の現況・課題を様々な観点からみてきましたが、立地適正化計画

はこのすべてを解決できる計画ではありません。ここでは、本計画により解決を目

指す課題について整理します。 

（２）主要課題① 若い世代の転出抑制

本市の特長的な人口ピラミッドの是正に向け、20 歳代～30 歳代にとって定住につ

ながる魅力や利便性の向上に努めることを、課題の一つとして抽出します。奈良県

都市計画区域マスタープランにおいても、天理駅周辺は、主要生活拠点として、居

住機能に加え、商業、文化等の様々な機能を配置し、拠点性の向上を図る位置づけ

があります。一方、例えば大型商業施設の利用は、１ヶ月に１回以上利用する人の

割合は 20 歳代～30 歳代の約７割にのぼりますが、天理市以外での利用が 20 歳代で

約７割、30 歳代で約８割となっています。 

市外への転出が顕著な 20 歳代～30 歳代の若い世代にとって、働く場や子育て施

設、各サービス施設などが充実し、定住につながる魅力を備えたまちを目指し、若

い世代の転出を抑制することが必要です。

（３）主要課題② 増加する高齢者への継続的な対応

本市の高齢化率は、平成 27年時点で 24％を超えており、今後も高齢者人口は増加

傾向が続くことが予測されています。平成 52 年では約 32％となり、3人に 1人が 65

歳以上の高齢者となる見込みです。増加する高齢者への継続的な対応を、課題の一

つとして抽出します。市民の交通行動の動向を見ると、自動車利用の割合が近年増

加してきていますが、今後高齢者が自動車を利用できなくなることを考慮すると、

公共交通の継続したサービスの維持・向上が必要です。本市の財政状況は、自主財

源よりも依存財源が多くなってきており、歳出は民生費・衛生費の割合が増大して

きています。性質別にみると、投資的経費が大幅に減少する一方で、扶助費の割合

が大幅に増加してきています。 

高齢者が移動しやすい環境を整えたり、高齢者自身が生き生きと活動し、健康寿

命を延ばす取り組みにより扶助費を削減（＝その費用を他の投資に活用）するなど、

増加する高齢者へ継続的に対応していくことが必要です。

・定住につながる魅力や利便性が不足

・働く場、子育ての場、各サービス施設が不足

・高い高齢化率 

・高齢者人口が増加傾向 
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６．天理市立地適正化計画

立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能の

誘導により、都市全域を見渡したマスタープランとして位置づけられる市町村マスタープ

ランの高度化版です。より明確な課題解決を図るため、都市機能の集約化、および居住地

域の集約化を図るコンパクトシティの実現と、都市機能が集約された地域【都市機能誘導

区域】、集約された居住地域【居住誘導区域】を、自動車に過度に依存しない、誰でも利

用可能な公共交通でつなぐ交通ネットワークの整備を主な内容として計画し、『多極ネッ

トワーク型コンパクトシティ』の実現を目指します。

また、本市における立地適正化計画では、都市機能誘導区域、居住誘導区域に加え、独

自に【地域生活拠点】を設けます。【地域生活拠点】とは、都市機能誘導区域が設定され

ていない居住誘導区域において、日頃の買い物や通院など、居住する生活圏内で完結する

日常生活に必要な施設の維持を図る地域です。この【地域生活拠点】を設けることで、各

居住誘導区域における生活利便性を向上させるとともに、地域の日常的なにぎわいを創出

することができます。

立地適正化計画では、まちづくりの基本方針を定めた従来の市町村マスタープラン等の

関連計画の内容を踏まえ計画することで、地域の抱える課題を解決する新しいまちづくり

が可能となります。本章では、本市の抱える課題解決や、市民のニーズを満たすことがで

きる、地域に根ざした立地適正化計画を定めます。

図 6-1 天理市の都市構造イメージ 

櫟本駅二階堂駅 前栽駅 柳本駅

天理駅周辺は市の中心拠点

天理駅前広場コフフン 

（H29.4 供用開始）
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（１）天理市立地適正化計画で定めること

天理市立地適正化計画で定めることを以下に記します。

表 6-1 天理市立地適正化計画設定事項 
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（２）天理市立地適正化計画の基本方針

・ベースとなるターゲットとまちづくりの方向性

本市の特徴として、人口ピラミッドが示す通り、20代後半から急激に市外への転出が
起こっていることが、最大の課題にもつながっており、若者・子育て世代の定住促進が求

められています。また、今後も増加する高齢者が健康・快活に日常生活を送ることが出来

るように、継続的な対応が求められています。

そこで、本計画のベースとなるターゲットは 20～30代の若者・子育て世代とします。
これらの世代が住み続けたいと思える立地適正化計画を策定することで、公共交通や都市

施設へのアクセスが容易になるなど、高齢者にとっても住みやすいまちの実現を目指しま

す。

ベースとなるターゲットの年齢層

出典：天理市統計データより作成

図 6-2 2017 年 1月時点の人口ピラミッド（再掲）
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そこで、現状の本市の都市構造から、「天理駅周辺地区」「前栽駅周辺地区」「二階堂

駅周辺地区」「櫟本駅周辺地区」「柳本駅周辺地区」の各拠点に適切な機能を持たせると

ともに、本計画の目指すまちづくりの基本方針を、本市の将来都市像である「つながり、

にぎわい・未来を創造するまち」の実現に向けて、以下のとおり定めます。

２０歳代から３０歳代の若者・子育て世代が住み続けたいまち

～高齢者も元気に暮らせるまち～ 

・本計画の狙い

①20歳代～30歳代の若者・子育て世代が必要とす
る施設誘導を進める

②若者・子育て世代が暮らしやすいと感じ、本市への

定住機運が高まる

③税収の安定により継続的な社会保障への対応が可能
 ―高齢者が地域の子どもを見守るなど、地域の助け合いが生まれる―

④高齢者も元気に生き生きと暮らすことのできるまち

の実現

⑤多世代で過ごせる時間が多くなり、さらなるにぎわ

いへの創出や経済波及効果へとつながる

・本計画に期待される効果

①若者・子育て世代のニーズに応じた都市機能を誘導することで、天理市で生活

し、子どもを育て、住み続けたいと思えるまちになる。

②市民活動が活発になり、日常的なにぎわいや新たなコミュニティが生まれる。

③「天理・前栽駅前に行けば何かある」という認識の下、多世代で過ごす時間が

多くなり、経済波及効果が生まれる。

④高齢者の活動が活発になることで健康寿命が延び、扶助費の削減につながる
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（３）課題解決のための施策

本計画のベースとなる 20～30 代の若者・子育て世代のターゲットに対して、効果的な

誘導を進めるため、以下に示す施策を展開します。

1）天理駅前広場における賑わいづくり
平成 29年 4月から供用を開始している、新たな天理駅前広場「コフフン」では、毎日

様々なイベントが実施されています。若者から高齢者まで、世代を問わず楽しめる駅前広

場の時間の共有により、賑わいづくりを目指します。

2）天理大学との連携
本市は、市内に立地する天理大学と、地域の課題に適切に対応し、活力ある個性豊かな

地域社会の形成と発展に寄与することを目的として、包括連携協定を締結しています。こ

の包括的な連携により、特に若者や子育て世代を取り込んだ事業を継続的に実施していき

ます。また、本施策は、天理大学の学生にとっては、地域の愛着を醸成することで、定住

促進にもつながるものとなります。

駅前広場 

「コフフン」 

子ども
遊び場・発育

見
守
り
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

高齢者 親

繋
が
り
・

情
報
交
換

賑わいの創出

・地域文化及び地域産業の振興に関すること 

・教育及び人材育成に関すること 

・生涯学習に関すること 

・まちづくりに関すること 

・国際交流に関すること 

・スポーツ活動の推進及び健康増進に関すること 

・学術研究に関すること 等 

天理市独自の取り組み

若者世代の定住促進

子育て世代すこやか支援センター等

切れ目のない子育て支援

生涯学習や体力向上教室

高齢者の生きがいづくり

図 6-3 コフフンによる賑わいの創出イメージ
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3）県営住宅団地を核としたまちづくり
櫟本地域は、県営住宅の建て替えに合わせて、地域に必要なサービス施設を導入し、多

世代が住み続けられるモデル的なまちづくりを推進することで、新たな産業振興による地

域活力の向上と定住の促進を目指します。

図 6-4 県営天理団地

県営天理団地
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（４）本計画における都市機能誘導区域、居住誘導区域の設定方法

都市機能誘導区域、居住誘導区域、地域生活拠点の設定方法は、中心となる駅などの施

設から、一般には半径 1,000ｍ圏内、高齢者を対象として区域整備を進めていく区域では

半径 500ｍ圏内を目安として設定を行います。 

 ■都市機能誘導区域設定

 ■居住誘導区域設定
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（５）中心拠点【天理駅・前栽駅周辺地区】

■天理駅・前栽駅周辺地区まちづくりの基本方針

1）都市機能誘導区域-天理駅周辺地区（A=176ha）

 ～天理駅を最大限に活かした賑わいの創出～

天理駅周辺地区は、本市の中心にふさわしい都市機能の集積・充実を図る方針として、

天理駅前広場の再整備に合わせ、商業・産業・観光・文化等の様々な機能の中心的位置づ

けとします。 

天理市の個性と魅力を活かした産業・観光振興、文化・音楽発信、多世代の憩いの場と

して、複合的な機能を有する市民生活の拠点地区を形成する方針とします。 

本市の中心拠点として、本地区内に居住する人々の生活サービスを提供するだけでな

く、市内各地から利用しやすい公共交通ネットワークを構築し、市内各地の地域拠点の核

となり、市民の都市活動全体を支える都市機能誘導区域として設定します。また、本市の

中心商業地にふさわしい、市域全体を対象とした生活サービス機能の確保・充実を図り、

さらに観光に対応した商業機能との連携による商業地全体の活性化を図る方針とします。 

また、本地区は、本市全域でターゲットとする子育て支援の中心的役割を担うものとし

ます。 

・都市機能誘導施設

【重点整備施設】子育て支援施設、大型商業施設（1,500 ㎡以上）、医療施設、 

社会福祉施設、高齢者支援施設、文化施設、行政サービス施設、 

教育施設 

2）都市機能誘導区域-前栽駅周辺地区（A=35ha）

 ～天理市立メディカルセンターを中心とした健康・福祉拠点～

前栽駅周辺地区では、特に高齢者に対する健康増進・活力向上を目指し、市の中核医療

福祉施設である市立メディカルセンターを中心とした、医療・福祉・介護の都市機能に特

化した地区を目指します。 

また、前栽駅から市立メディカルセンターまでは歩きやすいまちづくりを目指し、若年

層から高齢者まで、全ての年齢層が利用しやすい環境づくりを進めるとともに、すでに取

り組んでいる天理大学との連携を維持し、高齢者のさらなる健康増進・活力向上を図るこ

ととします。 

・都市機能誘導施設

【重点整備施設】医療施設、社会福祉施設、高齢者支援施設、行政サービス施設 

【準重点整備施設】子育て支援施設、商業施設、教育施設 
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3）居住誘導区域

都市機能誘導区域を包含する周辺地域を居住誘導区域に位置づけ、本市の中心的な住宅

地にふさわしい、利便性が高く魅力ある住環境の維持・向上を図ります。 

中心市街地の南端区域は、人口密度が 40 人/ha を下回っている区域が存在しますが、

駅周辺の商業地に近い利便性を活かし、本市の定住受け皿地として積極的に住宅供給を誘

導する区域として、居住誘導区域に含めるものとします。 

中心市街地は、高齢者から子育て世代、若者まで幅広い世代が街なかで集住できる環境

を整えることによって、誰もが安全・快適に生活できる居住拠点づくりを進めます。 

都市機能誘導区域

-前栽駅周辺地区

都市機能誘導区域

-天理駅周辺地区

図 6-5 天理駅・前栽駅周辺地区の都市機能誘導区域及び居住誘導区域

（都市機能誘導区域の面積）

凡例

行政界

市街化区域

居住誘導区域

2010年DID地区

都市機能誘導区域
(天理駅周辺拠点）

(前栽駅周辺拠点）

鉄道（JR）

鉄道（近鉄）

バスルート

都市機能誘導区域

市街化区域面積：1226.9（ha)
都市機能誘導
区域名

面積
（ha)

都市機能誘導区域/市街化区域（％）

天理 176.4 14.4%
前栽 34.7 2.8%
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■天理市の各駅周辺の都市機能誘導施設の立地状況

（参考）各都市機能誘導施設に対する圏域人口の目安

出典）国土交通省 都市局 第２回都市再構築戦略検討委員会資料 
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（６）北部地区【櫟本駅周辺地区】

～新たな産業振興による地域活力の向上～

1）櫟本駅周辺地区まちづくりの基本方針

櫟本校区を中心とした北部地域で現在県市協働で進めているまちづくり連携協定におい

て、街づくり協議会を中心に様々な要素を盛り込み策定した、北部地区のまちづくり基本

構想に基づき、県と市が連携した取組を進めていきます。さらに、櫟本駅周辺において

は、取組を検討している６次産業化や、県営住宅建て替えに合わせて、新たな産業振興に

よる地域活力の向上と定住の促進を目指し、特色あるまちづくりを進めます。 

櫟本駅周辺地区は、中心拠点である天理駅・前栽駅周辺地域の居住誘導区域と連続して

おり、今後も人口の集積が見込まれます。本地区では既に鉄道・バス等の公共交通の利便

性に富んでおり、今後も公共交通ネットワークの利用環境の維持・向上を図ります。

2）地域生活拠点

本地区における地域生活拠点は、地区の中心地である櫟本駅東部に設けます。

3）居住誘導区域

本地区における居住誘導区域は、隣接する天理駅・前栽駅周辺エリアと連続して形成さ

れ利便性に富んだ地域として設定します。本地区における基本方針に基づき、今後の人口

の集積を目指しながら、公共交通ネットワークの利用環境の維持・向上を図ります。

図 6-6 櫟本駅周辺地区の地域生活拠点及び居住誘導区域
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（７）西部地区【二階堂駅周辺地区】

～職住近接性を活かした新しい生活スタイル～

1）二階堂駅周辺地区まちづくりの基本方針

本地区は、まとまった規模の工業地に隣接しているため、住環境の保全・向上を図ると

ともに、職住近接性を活かし、安定した定住の維持・促進を図るなど、天理駅・前栽駅周

辺地区の都市機能誘導区域に程近いエリアでの新しい生活スタイルの確立を目指します。

また、現状ではバス等の公共交通機関の利便性が低い地区となっているため、今後居住

誘導区域内での人口の集積を目指すとともに、公共交通ネットワークの利用環境の維持・

向上を図ります。

2）地域生活拠点

本地区における地域生活拠点は、地区の中心地である二階堂駅の近辺に設けます。

3）居住誘導区域

本地区における居住誘導区域は、二階堂駅を中心として設定します。隣接する工業地と

住環境との調和を図り、職住近接型の地域形成を目指します。

図 6-7 二階堂駅周辺地区の地域生活拠点及び居住誘導区域
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（８）南部地区【柳本駅周辺地区】

～多くの地域資源を活用した交流人口の増加～

1）柳本駅周辺地区まちづくりの基本方針

柳本駅周辺地区は、朝和・柳本校区を中心とした南部地区における県市協働で進めるまち

づくり連携協定により、「地域の観光資源・取り組み・いいものをつなぎ合わせ、“面”での

魅力強化」を基本目標に、多くの地域資源に恵まれた地域特性を活かし、交流人口の増加に向

けたまちづくりを進めます。

2）地域生活拠点

本地区における地域生活拠点は、地区の中心地である柳本駅東部に設けます。

3）居住誘導区域

柳本駅周辺の既成市街地は、人口密度が 40 人/ha を下回る地域がありますが、鉄道・

バスの両方の公共交通機関が利用可能であるため、中心拠点である天理駅・前栽駅周辺地

区へのアクセス性が良い地域として居住誘導区域に設定し、定住の促進を目指します。

図 6-8柳本駅周辺地区の地域生活拠点及び居住誘導区域
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７．届出制度について

（１）都市機能誘導区域に係る届出制度について

都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市における中心拠点や生活拠

点に誘導し集約することによって、これらの施設の効率的な利用の実現を図る区域です。

一方、規定された都市機能誘導施設の誘導、および抑制等を図る区域としての機能を有し

ます。 

このため、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向を把握するために、都市機

能誘導区域外において、都市機能誘導施設を有する建築物の建築行為、又は開発行為を行

う場合には、「都市再生特別措置法第 108 条」の規定に基づき、これらの行為に着手する

日の 30 日前までに、行為の種類や場所などについて、本市への届出が必要となります。

出典：『改正都市再生特別措置法等について』（国土交通省） 
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（２）居住誘導区域に係る届出制度について

居住誘導区域に関しても、居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するため、

居住誘導区域外で次の開発・建築行為を行う場合には、原則として行為着手までの 30日

前までに本市への届出が必要となります。

■開発行為

①3 戸以上の住宅の建築目的の開発行為

②１戸または２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの

③住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う

開発行為 

■建築等行為

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合

②人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合

③建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等（①、②）とする場合

出典：『改正都市再生特別措置法等について』（国土交通省）

出典：『改正都市再生特別措置法等について』（国土交通省）
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８．実現化に向けての方策

（１）関連計画との関係

天理市立地適正化計画では、市街化区域内において都市機能誘導区域・居住誘導区域を

設定し、区域内に誘導施設や居住を誘導していく考えを示しました。居住誘導区域では、

歩いて行ける場所に日常生活サービス施設の立地を誘導するなど、利便性の高い生活の実

現を目指していきますが、これらの区域外においても、本市のさまざまな関連計画によ

り、市全域で暮らしやすいまちづくりを目指します。

図 8-1 関連計画との関係図
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（参考）県とのまちづくりに関する基本協定

天理市では現在、各地区で「県とのまちづくりに関する基本協定」に基づき、具体的な

プロジェクトを推進しています。各拠点では、これらのプロジェクトとの整合を図りなが

らまちづくりを進めていくこととします。

（天理駅周辺地区まちづくり基本構想） 
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（朝和・柳本校区を中心とした南部地区まちづくり基本構想） 

（櫟本校区を中心とした北部地区まちづくり基本構想） 
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（２）目標値の設定と期待される効果

本計画が目指す「２０歳代から３０歳代の若者・子育て世代が住み続けたいまち」の実

現に向けて、以下の目標を指標として掲げます。また、目標を達成することにより発現す

る効果を以下のように設定します。

 ■目標

 ・全市 20 歳代～30 歳代人口：16,100 人（H27）→17,700 人（H47） 【10％UP】 

 ・公共交通利用者数：15,600 人（H27）→17,100 人（H47）【10％UP】 

 ■効果

 ・天理駅・前栽駅周辺における小売販売額：10％UP 

 ・扶助費の削減：56 億円（H27）→55 億円（H47） 

（３）計画の実現に向けて

本計画は動的な計画となっており、持続的な取り組みが必要です。そのため、本計画の

策定事項の実現化に向けては、本市都市計画マスタープランと同様にＰＤＣＡサイクルを

実施し、「計画」→「実行」→「結果や成果取り組み状況の点検」→「改善」のサイクル

を持続的に行い、動的な対応を行っていく必要があります。

また、社会経済情勢の変化や、上位計画の見直しとの整合を図り、常に市の実情に即し

た計画となるよう、柔軟に対応を行うことで本計画の実現を目指します。

※本計画の運用開始について

本計画は、平成 30 年 7月 1日より運用開始します。

図 8-2 ＰＤＣＡサイクル概念図 
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■天理市立地適正化計画 誘導区域図

図 都市機能誘導区域・居住誘導区域図 

（居住誘導区域）（都市機能誘導区域）

（面積・人口内訳）

市街化区域面積：1226.9（ha)
都市機能誘導
区域名

面積
（ha)

都市機能誘導区域/市街化区域（％）

天理 176.4 14.4%
前栽 34.7 2.8%

17.2%

57.6%

都市機能誘導区域/市街化区域（％）

居住誘導区域/市街化区域（％）

H22国勢調査 H52推計人口 H27実態調査
人口
（人）

人口
（人）

空家数
（戸）

面積
（ha)

都市計画区域 68,940 56,081 3,842 8,637.0

市街化区域 48,926 41,870 2,889 1,226.9

市街化調整区域 20,014 14,211 953 7,410.1

居住誘導区域
（都市機能誘導区域を含む）

36,636 31,555 2,381 706.2

  ※市街化区域に占める

　   居住誘導区域の各割合
74.9% 75.4% 82.4% 57.6%

　※居住誘導区域内人口密度（人）／ha 51.9 44.7

  ※市街化区域人口密度（人）／ha 39.9 34.1

  ※市街化調整区域（人）／ha 2.7 1.9

現
行
案

区域


